
番号 業者名 期間 理由となった事実の概要 備考

1 サム都市計画設計事務所
平成３０年４月１８日から平成
３０年９月17日まで
（５箇月）

受注者の責に帰すべき事由により成果品の提出が遅れたことが契約違
反に該当するため。
（世田谷区指名停止基準、別表第１第８号に該当）

契約違反
別表第1　第8号

2
鹿島建設株式会社　東京建築支店
大成建設株式会社　東京支店

平成３０年５月８日から
平成３０年11月７日まで
（６箇月）

東海旅客鉄道株式会社（ＪＲ東海）が発注する品川駅・名古屋駅間の中
央新幹線に係る各ターミナル駅新設工事について、受注予定事業者を決
定し、事前に見積価格等に関する情報を他の事業者に連絡するなどし、
共同して当該工事の受注に関して相互にその事業活動を拘束し遂行す
ることにより、公共の利益に反して、競争を実質的に制限したとして公正
取引委員会に刑事告発されたため。
また、社員等が上記に係る独占禁止法違反（不当な取引制限）の疑いで
逮捕されたため。

独占禁止法違反行為
別表第2　第4号
談合による逮捕又は起訴
別表第2　第5号

3
株式会社大林組　東京本店
清水建設株式会社

平成３０年5月8日から
平成３０年11月7日まで
（６箇月）

東海旅客鉄道株式会社（ＪＲ東海）が発注する品川駅・名古屋駅間の中
央新幹線に係る各ターミナル駅新設工事について、受注予定事業者を決
定し、事前に見積価格等に関する情報を他の事業者に連絡するなどし、
共同して当該工事の受注に関して相互にその事業活動を拘束し遂行す
ることにより、公共の利益に反して、競争を実質的に制限したとして公正
取引委員会に刑事告発されたため。

独占禁止法違反行為
別表第2　第4号

4

東亜道路工業株式会社
前田道路株式会社
世紀東急工業株式会社
鹿島道路株式会社

平成３０年５月１１日から
平成３０年８月１０日まで
（３箇月）

平成３０年３月２８日付で公正取引委員会が、東京都発注の特定二層式
低騒音舗装工事、東京港埠頭株式会社発注の特定舗装工事又は成田
国際空港株式会社発注の特定舗装工事の入札参加業者に対し、独占禁
止法の規定に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を行ったため

独占禁止法違反行為
別表第2　第4号

5 福田道路株式会社
平成３０年５月１１日から
平成３０年１１月１０日まで
（６箇月）

平成３０年３月２８日付で公正取引委員会が、東京都発注の特定二層式
低騒音舗装工事、東京港埠頭株式会社発注の特定舗装工事又は成田
国際空港株式会社発注の特定舗装工事の入札参加業者に対し、独占禁
止法の規定に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を行ったため

独占禁止法違反行為
別表第2　第4号
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番号 業者名 期間 理由となった事実の概要 備考

6 株式会社フジタ　東京支店
平成３０年８月１日から
平成３０年１１月３０日
（４箇月）

①農林水産省東北農政局（以下「東北農政局」という。）が発注した複数
の工事において、東北農政局ＯＢの従業員を通じて、東北農政局職員に
対し、技術提案書の添削又は技術提案についての助言をさせていたこと
について、平成３０年６月１４日付で、公正取引委員会より、独占禁止法
第１９条（不公正な取引方法第１４項〔競争者に対する取引妨害〕）の規定
に違反する行為として、排除措置命令を受けたため。
②従業員が国土交通省発注工事に関し、国土交通省から工事監督支援
業務の委託を受けている会社の社長に賄賂を渡した疑いで、６月２９日に
兵庫県警に逮捕されたため。

①独占禁止法違反行為
　　別表第2第4号
②贈賄
　　別表第2第3号

7 大貴工業株式会社
平成３０年１１月１２日から
令和元年６月１１日
（７箇月）

受注者の責に帰すべき事由により契約解除となったことが契約違反に該
当するため。
「橋梁新設改良工事（補修）【給田三丁目２６番から２５番先（大川橋）】」
２９世契土般第４０号

契約違反
別表第1　第8号

8 株式会社石川設備
平成３０年１１月２２日から
平成３１年５月２１日
（６箇月）

田中工業株式会社と建設共同企業体を結成し、「世田谷区立若林小学校
改築空気調和設備工事」を受注、施工していたが、自社社員（営業所に
おける専任技術者）の退職により、当該工事に必要な専任技術者の配置
が困難となった。
　このため、当該工事を続行することが不可能となり、建設共同企業体か
ら脱退することとなったため。
「世田谷区立若林小学校改築空気調和設備工事」
２９世契設般第３６号

不正又は不誠実な行為
別表第2　第14号

9 株式会社スズキ自販東京
平成３１年１月１５日から
平成３１年7月１４日まで
（６箇月）

落札後辞退による。
平成３０年１２月１８日、指名停止対象者が本件契約を落札したが、その
後、事前に同等品申請承認手続きを経ておらず、また仕様書に記載され
た車両の納入はできないと申し出があり、契約を辞退したため。
「消防団資機材助成品（軽四輪貨物自動車）の購入」
３０世契物公第１２５号

不正又は不誠実な行為
（落札後辞退）
別表第2　第14号



番号 業者名 期間 理由となった事実の概要 備考

10 株式会社三裕設計事務所
平成３１年１月３０日から
平成３１年7月２９日まで
（６箇月）

受注者の責に帰すべき事由により履行期限を延長したことが契約違反に
該当するため。
「世田谷区立船橋東保育園改修工事に伴う実施設計業務委託」
２９世契測公第３０号

契約違反
別表第1　第8号

11 株式会社インターネット
平成３１年２月２１日から
令和元年7月２０日まで
（５箇月）

受注者の責に帰すべき事由により契約解除となったことが契約違反に該
当するため。
「狂犬病予防注射済確認票兼領収書等の印刷・印字、封入封緘及び発
送作業委託」
３０世契委随第３７８号

契約違反
別表第1　第8号

12 株式会社ジンダイ
平成３１年３月１８日から
令和元年９月１７日まで
（６箇月）

落札後辞退による。
仕様に対応する資格を持った警備員を配備できないと申し出があり、辞
退となった。
３１世契委公第８９号

不正又は不誠実な行為
（落札後辞退）
別表第2　第14号

13 株式会社メディカルランド
平成３１年３月２９日から
令和元年６月２８日まで
（３箇月）

履行辞退による。
遅延理由は、受注者の製作過程の遅れのため。
３０世契委公第４１７号

契約違反
別表第1　第8号

14 岩片医療器株式会社
平成３１年３月２９日から
令和元年９月２８日まで
（６箇月）

履行遅延および契約解除による。
理由は、受託者納品予定の物品が東京測量所の検定に合格せず、納品
できなくなったため。
３０世契物公第９４号

契約違反
別表第1　第8号


